
序

近年，女性暴力関連３法や性売買改正等のとり組みに

関し，韓国の女性たちの動きは注目に値する。家父長制

や女性，若者の意識の動向など多くの共通点をもつ国と

しても学ぶ点が多い。

韓国において家庭暴力に関する法律は，「家庭暴力犯

罪処罰に関する特例法」と「家庭暴力防止及び被害者保

護に関する法律」（1998）である。法制の過程で重視さ

れていた問題は，経済的な負担なしにこの法律をつかう

ことができる，被害者が届け出でから判決が出るまで，

身辺保護が受けられるようにすること，家庭暴力の行為

者が相談や受講命令をうけ自活できるようにすること，

である。特例法の運用において，検察の段階で「家庭保

護事件」と「刑事処分」の２つの選択が可能になってい

る。現在は，この法律は保護処分一辺倒になっていると

見られる。

韓国の社会が多様化や国際化してきたのは，1990年に

移住労働者受け入れ国になって以来のことである。韓国

人男性と外国籍女性の婚姻は，1990年に619件，2003年

に19,214件に増加し，韓国人女性と外国籍男性の婚姻は

4,091件から6,444件に増えた。註１）とくに国際結婚のた

めに移住した女性たちがうける家庭暴力は，社会的法律

的に構造化してきている。このような暴力は，商業的な

目的をもった私設の仲介業者により，韓国人男性たちに

よる事実上の「性の買売」になってきている。これらか

ら，法制定と実態との格差，ぬけ道，離婚，人工妊娠中

絶の上昇など，マクロな視点からみる必要や検討すべき

課題がある。

日本における性の買売については，「売春防止法」

（1956）と「児童買春，児童ポルノに係る行為等の処罰

及び児童の保護に関する法律」（1999）がある。ＤＶ防

止法が，性と人権，あるいは暴力に深く関わりながら，

センターや一時保護などの問題をすり抜けて来てしまっ

ている。また，配偶者の性のようには明らかに見えない

問題，年少者の問題，移住者の問題等が山積している。

警察白書では，「売春防止法 ５条」違反で検挙された女

性の数は，2003年に227人になる。また予算面では，福

祉関連で婦人保護事業費291,516,000円（2004），警察庁

関連では買売春の取締強化として，39,357,000円（2004）

となっている。註２） 婦人保護事業には，女性相談所

のＤＶ対策が含まれるので，買売春としての費用はそれ

ほど見込まれていないのである。

現在10以上の団体が，性の買売に関し，刑法を中心と

する，新しい法制度の制定を呼びかけている。「売春防

止法」改正の実際問題として，当事者性や法律上の「救

済」と「処罰」，運動面等からの理論の立て直しが必要

である。

Ⅰ　シェルターＧと「売春防止法」の動き
敗戦直後は，日本の政府が業者とともに，ＧＨＱに対
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「性買売」法改正の方向（１）

－新宿1955～64の検討を中心に－

田　中　弘　子
（家庭科研究室）

註１）2003年統計庁基準
註２）角田由紀子，日本における性買売の現状と課題（日韓女性人権シンポジウム，2004）



し売春の施設をつくって提供するところから始まる。し

かしその後，性病感染の問題があり，逆にＧＨＱの方か

ら「公娼制度廃止に関する覚書」が出された。それによ

っていわゆる街娼が増加し，新しい集娼地域も出て，人

権を蹂躙する事件が多発した。

政府はこの指令に基いて「娼妓取締規則」を廃し，同

時に地方における規則等を廃止したので，明治５年に継

ぐ２回目の娼妓解放が全国一斉に行われたことになる。

しかし，業者は警視庁の指示により，廃娼の申し出を行

い，「接待所」という名の”公娼でない公認の私娼”を

認められたという形式をとった。警視庁の通達「公娼制

度廃止に関する件」「接待所及び接待婦取締内規に関す

る件」は，売春婦の登録制ということを意味した。同年

に，接待所は特殊喫茶，特殊飲食店に，接待婦を従業婦

と呼び変えて，政府は売春の制度を温存したのであった。

警視庁は，①前借制度の廃止　②身体ほか自由の拘束

禁止　③搾取の禁止，いわゆる売春３原則を提示したが，

集娼政策に変わりはなかった。同年の次官会議では，①

売淫を目的とする一切の雇用契約ならびに金銭消費貸借

の無効　②地方長官は花柳病伝播のおそれある者に健康

診断，伝染病患者に強制治療をさせることができる　を

通達し，これに基いて警視庁は従来の都内集娼地域を指

定地域として赤線で囲んだことから，公娼・私娼地区を

総称して「赤線地域」と呼ぶようになった。都内にで

きた「赤線地域」は16箇所である。註３）

1947年に，ＧＨＱの命令によって，勅令９号「婦女に

売淫をさせた者等の処罰に関する勅令」，註４）その後

1948年の国会には，政府の方から「売春等処罰法」が出

された。それが審議未了に終わり，地方自治体がそれぞ

れの条例で売春を禁止することになり，翌年，東京都が

「売春等取締条例」を出した。註５）

公娼制度が廃止され，前借金などの禁止と処罰に関す

る勅令によって，廃娼のたたかいは終わりを告げたかに

思われた。しかしまたたく間に，赤線すなわち特殊飲食

街として黙認された売春街と，「ヤミの女」や「パンパ

ン」は復活した。公娼制度復活反対協議会（後に売春禁

止法制定促進委員会と改称した）には80団体が参加し，

96万余の署名を集めた。これに応えて，1952年に勅令９

号を国内法として確立し，翌年の参議院予算委員会での

質問に対しては，犬養法相が「総合対策」の意向の必要

をもらしていた。この間 Ｇを事務局として，売春処罰

法制定促進婦人大会や売春禁止法制定期成全国婦人大会

などが開かれた。その後，超党派による女性の議員団が

つくられ，「審議会」を内閣において立案，提示する意

向が示され，法務委員会でも積極的な構想が述べられた。

1954年には，設置要綱と売春問題対策協議会がつくられ，

議員立法として売春等処罰法案が提出された。これは，

継続審議，廃案，再提出，審議未了となった。1956年５

月に漸く売春防止法が制定され，Ｇも各都道府県が設置

する，婦人保護事業の一環となったのである。

Ⅱ　調査研究の枠組み
１　シェルターＧの概要

シェルターＧは，明治より法人によって女性の福祉に

関し活動を展開してきた。1894（Ｍ.27）より新宿に居

を定めて，女性のための救済館を開始したのがＧの前身

となった。Ｇの設立当初の「規則」には，半世紀以上も

あとの「売春防止法」を先取りする点がみられる。名目

上は人身売買（身売り）または買売春（売春）の「おそ

れ」として，経済的な理由などにより養育・教育する家

族や身寄りをもたない，または危急にある若年の女性に

範囲を広げている。この事実は，婦人保護事業の委託を

うけた時期を含めて，変わらない点であろうと予測され

る。またＧ自身の指針としては，「自主自立」を旨とし

て，昼間の職業・仕事と，夜間の教育を実施していた。

1958年に，「売春防止法」による婦人保護事業の一環

である，婦人保護施設の１つとして東京都から委託をう

けた。したがって公的な機関としての位置づけをもって

230

資料：女性・子どもの危急対応（１）

註３）警視庁によれば，1957.3 までに，業者1,912，従業婦3,762人である。
註４）警視庁の1948年の検挙統計資料では，11,563名，うち初犯は1,706名，ほかは再犯以上であった。

「ヤミの女」の取締法令としては，刑法，性病予防法，1947年の勅令第９号などである。
註５）総理府国立世論調査所の「風紀（売春等処罰法案（第２国会提出，審議未了，廃案））に対する世論調査」を関東2,300人，仙台400

人を対象に行った。結果は，①散娼（「ヤミの女」や「パンパン」）の禁止は賛成，遊郭形式のものはあった方がよい。厳重な取締
は好ましくない。買娼行為そのものはやむを得ない。②売春婦は，自らの罪というより，社会の犠牲者であると考えている，等で
あった。
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年次別売春事犯検挙状況 （註６） 

売春関係人権侵犯事件調 （註７） 

総数 

性病予防法 

取締条例　売春 

　　　　　ほか 

その他法令 

１９５３ 

女 

5,873 

2 

5,548 

310 

13

男 

710 

 

 

679 

13

１９５４ 

女 

6,756 

 

6,373 

348 

35

男 

981 

 

 

952 

29

１９５５ 

女 

10,749 

33 

9,523 

556 

638

男 

1,245 

2 

51 

737 

455

１９５６ 

女 

7,875 

28 

5,135 

1,111 

1,601

男 

3,202 

8 

648 

1,257 

1,289

１９５７ 

女 

9,496 

16 

5,783 

1,816 

1,881

男 

4,137 

 

924 

1,517 

1,696

年 

1 9 5 0  

1 9 5 1  

1 9 5 2  

1 9 5 3  

1 9 5 4  

1 9 5 5  

1 9 5 6  

1 9 5 7  

1 9 5 8  

1 9 5 9  

1 9 6 0  

1 9 6 1  

1 9 6 2  

1 9 6 3  

1 9 6 4  

1 9 6 5  

1 9 6 6  

1 9 6 7  

1 9 6 8  

1 9 6 9  

1 9 7 0  

1 9 7 1

旧受 

5 

9 

30 

27 

32 

35 

48 

89 

101 

37 

18 

22 

12 

11 

9 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

4

新受 

23 

119 

157 

155 

225 

228 

272 

350 

156 

47 

29 

27 

15 

13 

5 

2 

4 

5 

3 

4 

4

計 

28 

128 

187 

182 

257 

263 

320 

439 

257 

84 

47 

49 

27 

24 

14 

5 

7 

9 

6 

7 

7 

4

受　　　　　理 

処置 

10 

17 

28 

41 

72 

64 

22 

44 

17 

3 

2 

13 

12 

4 

5 

1 

1 

4 

2 

2 

1

非該当 

2 

24 

32 

22 

31 

43 

31 

23 

7 

12 

5 

3 

1 

5 

3 

 

2 

 

1 

1 

2 

1

処置猶予 

1 

29 

40 

21 

36 

57 

119 

220 

153 

36 

12 

10 

2 

2 

3 

1 

 

 

 

 

 

2

その他 

6 

28 

60 

66 

83 

51 

59 

51 

43 

15 

6 

11 

1 

4 

 

 

 

2 

 

1

未　済 

9 

30 

27 

32 

35 

48 

89 

101 

37 

18 

22 

12 

11 

9 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

4 

1

処　　　　　　　 理 

註６）警視庁統計資料　1955が増加しているのは，警察法の改正により自治体警察が廃止され，三多摩地区が警視庁の管轄区域に編入さ
れたためである。

註７）法務省人権擁護　処置欄は「侵犯事実を認め勧告説示・援助等の処置をしたもの」



いるのだが，同時に後援会があり，ＮＧＯ，ボランテイ

アも参加しており，独自の努力や工夫を積み重ねてきた

点で，民間性をも強く併せもっている。

２　時代区分

記録があった敗戦後より，ほぼ現代までを通して，Ｇ

について仮に次のように時代の区分を試みている。

（１）1946～1954 敗戦より「売春防止法」制定以前の

時期

（２）1955～1964 「売春防止法」制定前後からセクシ

ュアリテイの概念が変革される以前の時期

（３）1965～1990S. 女性の権利と，性，人権の問題が

広く意識化されてきた時期

３　利用者の生活と選択（1955～1964）（註８）

Ｓ１；悩みごとがあって，死ぬ覚悟で家を出たんですけ

ど，死にきれなくて，それで福祉事務所へ行ったんで

す。（略）それでここに入れてもらうことになったん

です。（1958－63）

Ｈ；福祉事務所から紹介されて，ある病院で付き添いの

仕事をしていたときに，入院患者の男性を好きになっ

たんですよ。（略）今日でここをやめて出て行きなさ

いということになりました。（略）医師の先生から紹

介されて婦人相談所に入り，そこから来ました。

（1959－62）

Ｈ；最初は内職をしていました。それから渋谷の工場で

車の部品を作っていました。そこが移転することにな

ったので，野方のカメラ部品を作る職場に移りました

が倒産して，顕微鏡を造る会社を紹介されて，一年ほ

ど働いて結婚しました。

Ｓ１；私はここからＨ先生のお友だちのところに住み込

みで行きました。行儀見習いということでそのお宅に

入り，２年ぐらいして，そこのお宅から嫁ぎました。

Ｃ；当時の職員は５人，それで寮生が40人，いつも満杯

でした。２段ベッドで寝起きしてましたね。そして調

理の職員が一人ですから，大変でした。

Ｓ２；暖房も何もなくて寒い思いはしましたけど。冷た

い足を抱えて一晩眠れなかったこともありますよ。

（略）ここでお産したこと（方）はありませんでした

けど，中絶手術にはよく（ついて）行きました。

Ⅲ　調査研究の概要
１　調査の対象と方法
（１）調査の対象と実施方法

調査の対象は，Ｇの記録から協力が得られた，1955

年から1964年までの利用者についてである。その生活背

景として，年齢，教育歴，相談経路，などである。また，

これらについて時代区分（１）の時期と（２）の時期を

比較検討した。史料から得られる利用者数は，次のよう

である。

（２）分析の枠組み

本調査研究は，時代を区切り，その政治的社会的な背

景の中で，第１に，女性や子どもが，その健康や安全，

安心をどのような要因によって脅かされ，どのような状

況におかれたのか，を問題ごとに検討する。またそれぞ

れを，時代区分（１）と（２）とを比較検討する。

第２は，そのひとりひとりが社会復帰を選択する場合，

人的，物質的な個人資源として何が有効であったか，ま

た支援や社会的な保障など，社会的な関わりの中では，

どのような資源があったか，などを個別，具体的に探り

たい。（次回，時代区分（２））

第１の要因や状況にかかわる項目を，次のように

設定した。

①受入れ時の年齢

②教育歴

③相談経路

④利用事由

⑤健康状態

⑥家族状況

まず受け入れ総数は，（存在する記録は前（２－（１））

の時代区分と同様に８年間分であるが，）この時期が圧
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1955 

59

1956 

92

1957 

75

1958 

69

1959 

74

1960 

68

1962 

47

1963 

36

計 

520

註８）社会福祉法人Ｇ会「Ｇ百年のあゆみ」ドメス出版，1994．p．348－358



倒的に多い。この時期（２－（２））が前の時期の

136.8％にあたり，いわゆる「売防法」制定から急激に

上昇し，全面実施の翌々年からまた急激に下降している。

出身地に関しては，「住所」「出生地」「生育地」など

によって，利用者の分布が明らかになり，また，直前の

生活を推測できる資料となる。しかし，記録には住所，

出生地，生育地が「不明」または「不定」が圧倒的に多

い。実際には，関東・東北，とくに東京が（１）の時期

と比較して，とりわけ高いが，ここでは図を省略する。

①の受入れ時の年齢は，受入れられた日時から，生年

月日を差し引いたものである。

②教育歴は，直接にうけた学校教育が，「要因」との

関連で，また「個人資源」としても重要な因子と考え

られる。旧制であるか新制であったかについては，平

均的な学齢によってグループ化した。

③相談経路については，個々さまざまである。それぞ

れの系統，管轄などにより，「福祉」「警察」「直接」

「行政」「病院」「その他」の６つに分類した。「行政」

には，区役所，民政局などが多く含まれる。

④利用事由は，個々の事情が多岐にわたり，また重複

もするので，分類するのは困難である。1955年から

1964年までの10年の間で，頻度が高い順に各事項を

挙げた。（１）の時期とは，相当に項目が変わってく

る。

⑤健康状態は，「不明」「なし」が高いのが特徴だが，

「病気」の詳細については，僅かに分類できる。

⑥家族状況については，「生育家族」「結婚状況」「結

婚後等の状況」などいずれも，利用事由の問題の「要

因」や「その後の生活状況」と関連が深い。第２の家

族を形成した事例など，次回（２）において個別の検

討により詳しくみる事にして，ここでは「生育家族」

について集計した。

２　調査の結果

（１）利用者の背景の問題の解析

①受入時の年齢（図Ⅰ－１）（図Ⅱ－１）

受入時の年齢は，20歳未満が約半分に減り，20～24，

25～29が増えて，これらの合計が43％から55％になっ

た。これらは，（１）の時期の20歳未満からの移行と，

新しい層の輩出ということができる。

②教育歴（図Ⅰ－２）（図Ⅱ－２）

教育歴の申告では，まったく学校教育をうけていない

か，または15歳未満で学校教育を離れたのは32％であ

り，（１）の時期の54％と比較すればかなり減少してい

る。逆に，高等女学校中退・中学校卒が13％から46％

と非常に高くなっている。この後者の層は，20歳代以降

の就職難を含む，この時期の新しい現象ということがで

きる。

③相談経路（図Ⅰ－３）（図Ⅱ－３）

相談経路としては，福祉関連は減少し54％から35％，

逆に警察が15％から37％になっており，この時期の法

律制定の影響と考えられる。直接に来た人が17％，行政

が６％である。

④利用事由（図Ⅰ－４）（図Ⅱ－４）

シェルターを利用した事由は，「生活難」が22％，次

いで「家出」「売春」がそれぞれ14％である。３つを併

せて計50％になる。「売春」が浮上したことが特筆され

るが，特別に高い割合というのでもなく，他の項目に潜

行し，含まれていると考えられる。その他は，「生活指

導」「家庭不和」「素行不良」「孤児」「浮浪」が，それぞ

れ７～５％になっている。これらはいづれも，この時期

の特徴的な問題である。

⑤健康状態（図１－５）（図Ⅱ－５）

健康状態については，「その他」「なし」「不明」の計

が82％から，64％になっている。健康状態を申告しな

い事が多い中でも，「病気」「性病」がそれぞれ７％，

５％が，16％，14％へと，（１）の時期に比べて２～３

倍近くになっている。また，「妊娠」「中絶」がそれぞれ

２％あるのも，この時期の特徴である。

⑥家族状況（図Ⅰ－６）（図Ⅱ－６）

生育家族員数は，「０～２」人は46％から34％となり，

（１）の時期からは相当に減少した。逆に，「３～５」人

は，それぞれ15％，16％，14％で，これらの総数がか

なり増加している。「６～８」人は９％，５％，２％で，

（１）の時期と前後している。

233

田　中　弘　子



結
調査対象となっているシェルターＧと利用者につい

て，次のような論点が得られる。

シェルターＧは，設立より家父長制や買売春問題につ

いて明確な意思をもち，行政や立法に働きかけを行い，

財政運営面でも創意工夫を重ねてきた。その一方で，緊

急時，敗戦直後やいわゆる「売防法」制定，ＤＶ防止法

等では，行政から「女性の救済」を委託または予め想定

されている。これらの諸点が矛盾とならずに，正当な要

請にそって，「性買売」の法改正に向けられなければな

らない。

Ｇの利用者として，1955年から1964年の期間でみる

と，時代と社会の背景を反映するものとして，10代が

1955年からかなり減少していることが挙げられる。ある

いは，前代の10代の問題が，20代以上に移行している

とも言える。20歳代以上では，その数が増幅し，新しい

現象がみられる。1958年以降，福祉に代わって，警察が

相当に活動している事と関係がある。これらは，「性の

買売」の点からいうなら，その「防止」や「おそれ」の

観点を含め，相当多くの女性が標的になったと見られる。

一方で、経済的には女性の就職が，まったく保証されて

いないという状況であった。これらの意味で，「社会の

貧困」に相当数の女性が集中させられたという事ができ

る。

利用事由からみると，「家出」「浮浪」は減少し，「誘

惑」「離婚」「売春」「素行不良」が増加している。すな

わち，「生活難」「家庭不和」など，貧困や家族問題を背

負った女性個々人の選択と性買売の問題が，上記のよう

な「防止」「おそれ」を含む，一定の層として浮かびあ

がる。また，逆にみるならば，法律制定前後の数年をす

ぎると，業者，従事者の身の振りが変わり，再び潜行し，

別の場での活躍が見込まれる。「性買売」の問題の困難

さは，まさにこの点にあると言える。しかし，性の買売

の場の様相がさまざまに変化してきたと同時に，従事す

る女性の層と意識，仕事の状況が僅かづつでも明らかに

なりつつある。また，社会的な構造と位置づけも見えて

くる。

本研究の調査結果から，次のような諸点が得られる。

第１は，利用者の年齢は，10代後半が約４分の１，20

代が圧倒的に多く計55％を占めたことである。また15

歳未満で学校を離れたのが32％，高等女学校中退・中学

校卒が46％にのぼる。相談経路として警察が37％あっ

た点で，いわゆる「売防法」制定の影響がつよく見られ

る。「防止」「おそれ」を含め，相当数の女性たちが送ら

れたと見られる。

直接来た人が17％にのぼり，この点には十分に施設の

固有性，民間性がみられる。

第２は，利用事由として，「生活難」「家出」が併せて

48％，「誘惑」「離婚」「売春」「素行不良」が計32％あ

った。年代は，上記の第１に述べたように20歳代前半，

後半が多くを占める。これらの年齢と問題から，新しい

層の現出を示していると言える。申告が少ない健康状態

も，「病気」「性病」が多く，２－（１）の時期の２～３

倍になり，「妊娠」「中絶」も注目される。

次の調査研究（２）においては，とくにこの新たに現

出した層を中心に，利用者の選択と社会復帰に関し，諸

支援・社会資源などとの関連について考える。その際，

上の諸点を考慮していく必要がある。

（本調査研究の一部は、お茶の水女子大学21世紀ＣＯ

Ｅプログラム，Ｆ－Ｇｅｎｓ．Ａ－１（政策 と公正）

による共同研究において，Ｈ.15の組織配分をうけたも

のです。）
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図Ⅰ－１　年齢（1955～1964）

図Ⅰ－２　教育歴（1955～1964）
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図Ⅰ－３　相談経路（1955～1964）

図Ⅰ－４　利用事由（1955～1964）
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図Ⅰ－５　健康状態（1955～1964）

図Ⅰ－６　家族状況（1955～1964）
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図Ⅱ－１　年齢の比較（1946～1964）

図Ⅱ－２　教育歴の比較（1946～1964）
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図Ⅱ－３　相談経路の比較（1946～1964）

図Ⅱ－４　利用事由の比較（1946～1964）
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図Ⅱ－５　健康状態の比較（1946～1964）

図Ⅱ－６　家族状況の比較（1946～1964）
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